
能 代 市 奨 学 金（ 月 額 貸 与 ） 

 

能代市では、経済的理由によって修学が困難な方へ学資金を貸与しています。 

 

能代市奨学金の概要                       

●選考条件について 

（１）品行方正で学業優良な者 

（２）在学又は最終出身学校長が奨学生 

として推薦した者 

（３）能代市住民の子弟 

（４）学資金に困難である者 

 
●奨学生の募集について 

募集の概要は、毎年度異なります。 

詳細は学校教育課までお問合せください。 

 

●奨学金の併用について 

 能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金 

（入学一時金）やその他奨学金との併用が 

可能です。 

※公益財団法人秋田県育英会の大学月額 

奨学金など、その他奨学金との併用が 

できない奨学金とは併用できません。 

 

●保証人・連帯保証人について 

貸与にあたり保証人は不要ですが、連帯 

保証人は必要です。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

能代市教育委員会 学校教育課  

TEL：0185-73-5281 

応 募 資 格 能代市住民の子弟であること。 

定 員 

・高校５人以内 

・大学等２０人以内 

（高専、専門学校、短大、大学院） 

貸 与 額 

・高 校：月額 ２０，０００円 以内 

・高 専：月額 ２５，０００円 以内 

・大学等：月額 ４５，０００円 以内 

返 還 期 間 ２０年以内 

返 還 方 法 毎月または年１回払い 

利 子 無利子 

返還据置期間 卒業後１年間 

返 還 助 成 

奨学金の返還期間中に能代市内に居住

し、一定の要件を満たす場合、返還額

の一部が助成されます。 


